
報告第３号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙

のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を

求める。 

平成２２年６月４日提出 

市川市長  大 久 保  博 

 



専  決  処  分  書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、特

に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認

め、次のとおり専決処分する。 

 

市川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（別紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理  由 

 

地方税法等の一部を改正する法律等が平成２２年４月１日から施行され

ること等に伴い、国民健康保険税の課税事務についてもこれと同様の措置を

講ずる必要があるため、市川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

ついて地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分を行うもので

ある。 

平成２２年３月３１日 

 

市川市長  大 久 保  博 



市川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２２年３月３１日 

 

市川市長  大 久 保  博 

 

 

市川市条例第２１号 

市川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

市川市国民健康保険税条例（昭和３５年条例第２８号）の一部を次のように

改正する。 

第２３条第１号中「第７０３条の５第１項」を「第７０３条の５」に、「法

第３１４条の２第２項に規定する金額」を「３３万円」に改め、同号ア中    

「７ ,２００円」を「８,４００円」に改め、同号イ中「１２,２４０円」を    

「１４,２８０円」に、「６,１２０円」を「７,１４０円」に改め、同号ウ中    

「 ３ ,６ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ,２ ０ ０ 円 」 に 改 め、 同 号 エ 中 「 ４ ,３ ２ ０ 円 」 を     

「５,０４０円」に改め、同条第２号中「第７０３条の５第１項」を「第７０３

条の５」に、「法第３１４条の２第２項に規定する金額」を「３３万円」に改め、

同号ア中「４,８００円」を「６,０００円」に改め、同号イ中「８,１６０円」

を「１０,２００円」に、「４,０８０円」を「５,１００円」に改め、同号ウ中    

「 ２ ,４ ０ ０ 円 」 を 「 ３ ,０ ０ ０ 円 」 に 改 め、 同 号 エ 中 「 ２ ,８ ８ ０ 円 」 を    

「３,６００円」に改め、同条に次の１号を加える。 

  法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額が、

３３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき３５万円を加算

した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） 

１人について ２,４００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 



次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯以外の世帯 ４,０８０円 

(ｲ) 特定世帯 ２,０４０円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） 

１人について １,２００円 

エ 介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 

介護納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） 

１人について １,４４０円 

第２３条の次に次の１条を加える。 

（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

第２３条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険

者等（法第７０３条の５の２第２項に規定する特例対象被保険者等をいう。

第２４条の２において同じ。）である場合における第３条及び前条の規定の

適用については、第３条第１項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定

する総所得金額（第２３条の２に規定する特例対象被保険者等の総所得金額

に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得

税法第２８条第２項の規定によって計算した金額の１００分の３０に相当

する金額によるものとする。次項において同じ。）」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第３１４条の２第２項」と、前条第１号中「総所得金額」とある

のは「総所得金額（次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与

所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第

２８条第２項の規定によって計算した金額の１００分の３０に相当する金

額によるものとする。次号及び第３号において同じ。）」とする。 

第２４条の次に次の１条を加える。 

（特例対象被保険者等に係る申告） 



第２４条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険

者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必

要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、雇用保険受給資格

者証（雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第１７条の２第１

項第１号に規定するものをいう。）その他の特例対象被保険者等であること

の事実を証明する書類を提示しなければならない。 

附則第５項中「第７０３条の５第１項」を「第７０３条の５」に改める。 

附則第１６項中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の

特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地

方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施

特例法」に改める。 

附則第１７項中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に、「租

税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」

を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、附則第１６項及

び第１７項の改正規定は、同年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の市川市国民健康保険税条例の規定は、平成２２年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、平成２１年度分までの国民健康保険税に

ついては、なお従前の例による。 

 

 

 


